
&
ト
・
り
支
局
、
。
ル

第
三
十
一
巻

第
二
暁

昭
和
四
十
七
年
九
月

護
行

十
八
世
紀
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
バ
ラ
モ
ン
の
土
地
権
益

重

松

伸

司

ヨた

- 1ー

白
日

本
稿
の
課
題

一
バ
ラ
モ
ン
の
土
地
権
金

二
不
課
税
地
と
課
税
地

三
ム
ス
リ
ム
治
下
の
土
地
権
盆

小
結
と
今
後
の
課
題

本
稿
の
課
題

イ
ン
ド
祉
舎
に
お
い
て
は
、
土
地
を
め
ぐ
る
櫨
盆
閥
係
が
、
単
に
階
層
関
係
の
み
で
規
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
ヵ
l
ス
ト
に
よ
る
身
分
・
職

①
 

能
閥
係
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
黙
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
守
中
園
の
諸
祉
舎
と
大
き
く
相
違
す
る
イ
ン
ド
社
舎
の
特
性
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
特
性
が
、
し
ば
し
ば
イ
ン
ド
の
祉
舎
構
造
を
複
雑
に
し
、
そ
の
理
解
を
困
難
に
し
た
。
南
イ

γ
ド
に
導
入
さ
れ
た
ラ
イ
l
ヤ
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ト
ワ
l
リ
l
制
度
に
も
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。

周
知
の
如
く
、
ラ
イ
l
ヤ
ト
ワ
l
リ
1
制
度
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
舎
祉
に
よ
る
徴
税
制
度
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
小
土
地
所
有
者

に
よ
る
個
別
経
営
」
で
あ
り
、
そ
の
生
産
主
鐙
で
あ
る
「
農
民
」
と
は
「
小
土
地
所
有
者
H
寅
質
的
耕
作
者
H
地
租
負
捨
者
」
を
理
念
と
す
る

も
の
で
あ
っ
日
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
念
型
態
に
相
臆
す
る
「
農
民
」
層
を
主
と
し
て
「
在
来
」
の
ミ
ラ
l
ス
ダ
l
ル
に
見
出
そ
う
と
し

た
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
ミ
ラ
l
ス
ダ
i
ル
屠
が
果
し
て
嘗
時
の
舎
祉
政
府
の
描
い
た
「
農
民
」
像
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
疑

聞
で
あ
っ
た
。
事
寅
本
稿
で
封
象
と
す
る

「パ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
レ
コ
ー
ド
」
や

「
第
五
報
告
書
」

を
は
じ
め
、

土
地
所
有
H
徴
税
制
度
に
闘

す
る
多
数
の
伊
丹
己
巾

g
g岬
河
巾
旬
。
ユ
や
特
別
報
告
書
が
作
成
さ
れ
、
「
土
地
所
有
者
、
地
租
負
措
者
」
の
規
定
、
「
徴
税
制
度
の
改
革
」

が
試
み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
確
な
解
答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

ミ
ラ
l
ス
ダ
l
ル
屠
が
南
イ
ン
ド
に
お
い
て

必
ら
ず
し
も
一
律
に
定
義
さ
る
べ
き
「
階
層
」
で
は
な
く
、
ダ
ル
マ
"
ク
マ

l
ル
数
授
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
地
域
に
よ
っ
て
多
様
な
概
念

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
所
有
領
の
大
小
と
い
う
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
ザ
ミ
ン
ダ
l
ル
に
匹
敵
す
る
大
地
主
か
ら
車

- 2 ー

な
る
小
保
有
農
民
に
迄
わ
た
る
概
念
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

カ
l
ス
ト
に
も
と
ず
く
土
地
に
制
到
す
る
権
盆
闘
係
か
ら
み
れ
ば
、
ミ
ラ
l
ス
ダ
l
ル

は
バ
ラ
モ
ン
及
び
非
バ
ラ
モ
ン
諸
カ
l

ス
ト
(
及
び
そ
の
セ
ク
ト
〉
の
多
様
な
「
農
民
」
屠
を
包
撮
す
る
も
の
で
あ
つ
れ
W
従
っ
て
南
イ
ン
ド
の

土
地
制
度
の
解
明
に
蛍
つ
て
は
、
常
に
カ
l
ス
ト
的
権
盆
関
係
と
カ

1
ス
ト
内
階
層
閥
係
の
雨
側
面
か
ら
追
求
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
迄
南
イ
ン
ド
の
土
地
所
有
関
係
は
カ

1
ス
ト
集
圏
に
よ
る
村
落
形
態
の
研
究
か
ら
断
片
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
た
。

ユ
l
ラ
カ
ン
タ
H

シ
ャ

l
ス
ト
リ
、

A
-
ア
ッ
パ
ド
ラ
イ
等
の
諸
先
皐
に
よ
る
「
中
世
」
南
イ
ン
ド
史

す
な
わ
ち
、

T
・

v
・
マ
ハ
リ
ン
ガ
ム
、

研
究
で
あ
旬
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
土
地
制
度
の
僅
系
的
論
考
で
な
く
、
且
つ
不
分
明
の
部
分
も
多
く
あ
っ
た
。
近
年
、
こ
れ
ら
諸
研
究
を
批

剣
し
つ
つ
、
新
た
に
、
ブ
ラ
フ
マ
デ
i
ヤ
村
落
(
バ
ラ
モ
ン
を
主
要
成
員
と
す
る
村
落
〉
及
び
非
ブ
ラ
フ
マ
デ
l
ヤ
村
落
(
シ
ュ
l
ド
ラ
等
非
バ
ラ
モ

ンカ
l
ス
ト
集
園
を
主
要
成
員
と
す
る
村
落
)
と
を
封
比
し
、
各
々
の
村
落
様
態
、
ヵ
l
ス
ト
集
合
の
機
能
、
土
地
所
有
権
、
支
配
権
力
(
園
家
〉
と

⑤
 

の
関
係
等
を
兵
種
的
、
貧
霊
的
に
分
析
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
史
料
上
の
制
約
も
る
っ
て
、
主
に
「



中
世
」
南
イ
ン
ド
の
寄
進
地
を
艶
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
祉
舎
に
お
い
て
、
地
方
位
舎
の
統
合
に
極
要
な
役
割
を
果
し
た
ブ
ラ
フ
マ
デ

l
ヤ
村
落
の
研
究
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
朝
期
よ
り
ム
ス
リ
ム
、
諸
地
方
王
家
の
支
配
を
経
て
イ
ギ
リ
ス
支
配
に
継
起
さ
れ

⑥
 

る
時
代
の
社
合
経
済
に
闘
し
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
右
に
の
ベ
た
研
究
献
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次

の
課
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ω
こ
れ
迄
断
片
的
に
の
べ
ら
れ
て
き
た
バ
ラ
モ
シ
の
土
地
を
め
ぐ
る
擢
盆
内
容
を
、
所
有
の
封
象
、
所
有
の
形
態
、
課
税
地
と
不
課
税
地

の
相
遠
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

ω
ハ
イ
ダ
ル
ド
ア
リ
、
テ
ィ
プ
!
"
ス
ル
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
支
配
下
で
、
バ
ラ
モ
ン
の
既
得
権
益
が
如
何
な
る
制
約
を
受
け
た
か
を
、
土

地
権
盆
の
襲
化
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。

〈
時
代
・
地
域
〉

劉
象
と
す
る
時
代
・
地
域
は
、
主
に
十
八
世
紀
中
葉

t
末
期
の
マ
ド
ラ
ス
管
区
中
部
、
バ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
地
方
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
概
観

す
れ
ば
、
一
方
で
は
、
英
・
傍
聞
の
植
民
地
争
奪
が
南
イ
ン
ド
の
全
面
領
有
を
め
ぐ
っ
て
激
化
し
て
お
り
、
他
方
で
は
、

マ
ラ
l
タ
連
合
、
地
方
諸
王
家
が
植
民
地
支
配
勢
力
の
抗
争
を
利
用
し
つ
つ
、
離
合
集
散
を
く
り
返
し
て
い
た
。
や
が
て
、
十
八
世
紀
半
ば
よ

り
、
マ
イ
ソ
l
ル
を
中
心
に
急
速
に
勢
力
を
旗
大
し
て
き
た
ハ
イ
ダ
ル

H
ア
リ
、
テ
ィ
プ
l
H
ス
ル
タ
ン
の
ム
ス
リ
ム
父
子
は
、
セ
l
リ
ン
ガ

パ
タ
ム
を
援
貼
に
、
北
は
南
カ
l
ナ
ラ
、
南
は
マ
ド
ゥ
ラ
イ
に
及
ぶ
地
域
を
支
配
下
に
治
め
た
。
ム
ス
リ
ム
勢
力
の
伸
張
は
、
同
じ
く
ヨ

l
ロ

ハ
イ
デ
ラ
バ

l
ド、

~3-

ッ
パ
勢
力
を
騒
逐
し
て
支
配
の
貫
徹
を
圃
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
舎
祉
政
府
と
員
向
か
ら
衝
突
し
た
。
三
次
ハ
も
し
く
は
四
次
〉
に
わ
た

る
ア
ン
グ
ロ
目
マ
イ
ソ
l
ル
戦
争
は
、
舎
祉
政
府
の
マ
ド
ラ
ス
管
匿
の
全
面
領
有
を
決
定
づ
け
た
最
後
の
戦
争
で
あ
り
、
且
つ
南
イ
ン
ド
の
土

着
勢
力
の
最
後
の
大
規
模
な
抵
抗
で
あ
っ
た
。

パ
l
ラ
マ
ハ

l
ル
地
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
期
に
は
し
ば
し
ば
「
バ
1
ラ
マ
ハ

l
ル
及
び
セ
1
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
明
確
な
徴
税

・
行
政
直
域
で
は
な
く
、
す
で
に
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
前
か
ら
バ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
地
方
と
遁
稿
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
地
方
は
現
在
の
マ
イ
ソ
l
ル
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一
七
九
二
年
セ

l
リ
ン
ガ
パ
タ
ム
陳
約
に
よ
り
テ
ィ
プ
l
u
ス
ル

⑦
 

タ
ン
か
ら
舎
祉
政
府
に
割
譲
さ
れ
て
よ
り
、
こ
の
地
は
、
北
部
地
臣
、
中
部
地
匡
及
び
南
部
地
匡
に
分
か
た
れ
た
。
曾
祉
政
府
は
各
地
巨
毎
に

内
タ
ド

p
t
l

，l

督
府
を
設
置
し
、
そ
の
地
の
徴
税
・
軍
事
業
務
を
管
掌
さ
せ
た
。

州
中
部
以
南
夕
、
、
、
ル
ナ
l
ド
ゥ
州
セ
l
ラ
ム
豚
の
大
部
分
を
領
域
と
す
る
。一

七
九
二
年
以
降
九
九
年
に
至
る
迄
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
l
u
リ
l
ド
を

中
心
と
す
る
ト
l
マ
ス
"
マ
ン
ロ

l
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
"
マ
ク
ラ
ウ
ド
ら
の
徴
税
官
〈
粂
行
政
官
〉
は
、
葎
来
の
土
地
制
度
を
調
査
し
、
そ
の
結

果
、
ラ
イ
l
ヤ
ト
ワ
l
リ
l
制
度
の
原
型
と
も
い
え
る
「
個
別
土
地
所
有
H
個
別
地
租
負
措
」
の
土
地
H
徴
税
制
度
を
試
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
ダ
ル
、
テ
ィ
プ
l
二
代
の
ム
ス
リ
ム
支
配
の
影
響
を
強
く
う
け
た
地
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
南

か
く
し
て
、
パ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
地
方
は
、

イ
γ
ド
の
主
要
徴
税
制
度
た
る
ラ
イ
l
ヤ
ト
ワ
l
リ
1
制
度
の
、
い
わ
ば
搭
箆
の
地
で
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
ム
ス
リ
ム
支
配
期
の
南
イ
ン
ド
祉
舎
を
と
り
あ
げ
る
意
固
に
つ
い
て
も
う
少
し
の
べ
て
み
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
蛍
時
の

諸
報
告
及
び
そ
れ
に
も
と
ず
く
諸
研
究
に
よ
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
支
配
の
南
イ
ン
ド
吐
舎
へ
の
結
果
と
し
て
「
重
税
と
農
民
か
ら
の
牧
奪
強
化
↓

⑨
 

農
民
の
逃
亡
に
よ
る
土
地
の
荒
鹿
↓
祉
曾
秩
序
の
全
き
混
乱
及
び
経
済
的
衰
退
」
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
イ
ス
ラ
ム
支
配
の
具

世
的
様
相
及
び
ヒ
ン
ド
ゥ
l
諸
王
朝
に
よ
る
支
配
と
の
比
較
研
究
の
な
さ
れ
て
い
な
い
今
、
右
の
指
摘
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
難
い
。

バ
l
ト
γ

⑨
 

u
ス
タ
イ

γ
教
授
は
、
南
イ
ン
ド
の
祉
舎
経
済
構
造
の
歴
史
的
襲
遷
に
つ
い
て
一
つ
の
俵
設
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
バ

y

ラ
バ

朝
よ
り
イ
ギ
リ
ス
支
配
に
至
る
「
中
世
」
か
ら
「
、
近
代
」
に
か
け
て
の
南
イ
γ
ド
祉
舎
は
、

ωパ
ッ
ラ
バ
・
チ
ョ

l
ヲ
朝
期
〈
九
t
十
三
世
紀
)

ωヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
朝
期
(
十
四
t
十
七
世
紀
〉

ωイ
ギ
リ
ス
支
配
初
期
(
十
八
世
紀
t
十
九
世
紀
初
頭
)
に
分
期
さ
れ
る
。
各
期
の
祉
舎
賦
況

と
し
て
、
第
一
期
は
プ
ラ
フ
マ
デ
l
ヤ
村
落
及
び
サ
ト
“
ス
l
ド
ヲ
の
非
バ
ラ
モ
ン
集
固
に
よ
る
ベ
リ
ヤ
ナ
l
ド
ゥ
を
核
と
す
る
地
方
祉
舎
の

統
合
、
第
二
期
は
騎
士
領
主
屠
に
封
す
る
封
土
を
中
心
と
す
る
地
方
祉
舎
の
統
合
、
第
三
期
は
舎
祉
政
府
に
よ
る
「
徴
税
地
域
」
を
中
心
と
す

る
統
合
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
二
期
に
お
い
て
は
、
ム
ス
リ
ム
支
配
は
基
本
的
に
は
南
イ
ン
ド
吐
舎
に
襲
革
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
土
地
を
媒
介
と
す
る
ム
ス
リ
ム
支
配
樺
力
と
パ
ラ
モ

γ
構
盆
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
右
の
偲
設
に
封
ず
る
検
謹
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

-4-



八
史
料
V

J

⑩
 

本
稿
で
扱
う
史
料
は
「
セ
l
ラ
ム
勝
て
す
テ
イ
ア
」
ニ
巻
(
以
下
S
D
G
と
略
記
〉
「
パ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
レ
コ
ー
ド
」
全
十
三
併
の
う
ち
、

主
と
し
て
「
第
五
部
財
産
サ
で
あ
る
(
以
下
B
R
と
略
記
)
。
後
者
の
史
料
集
は
、
一
七
九
二
年
か
ら
一
七
九
九
年
に
か
け
て
、
ア
レ
ク
サ

γ

ダ
l
u
リ
i
ド
の
バ

l
ラ
マ
ハ

l
ル
在
任
中
、
そ
の
地
の
歴
史
、
住
民
構
成
、
土
地
制
度
、
徴
税
様
式
、
逼
貨
制
度
、
導
入
す
べ
き
徴
税
形

態
等
、
に
関
す
る
徴
税
官
ら
の
英
文
書
簡
・
魔
書
・
報
告
書
、
イ
ン
ド
人
の
詔
勅
・
請
願
献
の
詩
文
等
を
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
制
到
象
が
マ
ド
ラ
ス
管
匡
の
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
タ
ミ
ル
語
、
ベ
ル
シ
ア
語
の
英
語
へ
の
輔
潟
、
用
語
概

念
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
概
念
へ
の
轄
化
、
徴
税
官
の
社
舎
献
況
の
不
精
通
に
よ
る
誤
り
等
が
み
ら
れ
る
の
で
、
必
要
な
限
り
、
用
語
の
誇
註
を
つ

@
 

け
る
。

ハ
ラ
モ
ン
の
土
地
権
盆

- 5ー

バ
ラ
モ
ン
に
輿
え
ら
れ
た
イ
ナ
l
ム
は
一
般
に
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
、
ブ
ラ
フ
マ
デ
l
ヤ
と
よ
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
王
侯
・
富
者
に
よ
っ
て
パ

ラ
モ
ン
に
施
興
・
寄
進
・
賜
輿
さ
れ
た
土
地
(
村
落
及
び
村
落
の
一
部
〉
及
び
商
人
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
に
貰
却
さ
れ
た
土
地
と
そ
れ
ら
の
擢
盆

⑭
 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
諸
史
料
に
散
見
す
る
が
、
そ
の
擢
盆
内
容
に
つ
い
て
寅
謹
的
に
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
。
本
章
で
は
、

ま
ず
、
バ
ラ
モ
ン
の
特
権
的
権
益
と
い
わ
れ
る
内
容
を
、
二
つ
の
詔
勅
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

〔
一
〕
マ
イ
ソ
l
ル
藩
王
チ
ン
タ
ム
M

レ
ッ
デ
ィ
が
ゴ

l
パ
l
ル
"
バ
;
、
ア
ナ
ン
タ
U

バ
ッ
ト
及
び
仇
の
バ
ラ
モ
ン
達
に
興
え
た
詔
蜘

ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
の
ア
l
ナ
イ
ヤ
l
ム
パ
ッ
テ
ィ
に
つ
い
て
。
サ
l
リ
バ

l
ハ
ナ
の
御
世
〈
一
五
六
五
年
)
サ
ル
バ
ダ

l
リ
の
一
四
八

七
年
、
チ
ン
タ
ム
"
レ
ッ
デ
ィ
は
ゴ

l
パ
l
ル
n
バ
ッ
ト
及
、
ひ
ア
ナ
ン
タ
"
バ
ッ
ト
及
び
他
の
バ
ラ
モ
ン
に
劃
し
て
タ
カ
l
ヴ
ィ
の
詔
勅

159 

を
興
え
た
。
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彼
の
繁
祭
が
と
こ
し
え
で
あ
る
よ
う
に
。
こ
の
世
の
主
、

ハ
リ
ハ
ラ
引
ラ
l
ヤ
ル
を
懲
す
る
者
、
諸
語
を
知
る
者
達
、
三
人
の
ラ
i
ジ

十
ー
を
打
ち
破
る
者
、
諸
王
園
を
支
配
す
る
者
、
諸
王
園
の
奴
隷
支
配
者
、
ム
ス
ル
マ

ン
を
略
奪
す
る
者
:
:
:
〈
中
略
)

チ
ン
タ
ム
"
レ

ッ
デ
ィ
の
孫
、
マ
ラ
"
レ

ッ
デ
ィ
の
息
子
チ
ン
タ
ム
H

レ
ッ
デ
ィ
は
ス
リ
l
ラ
ン
ガ
"
ラ
l
ヤ
ル
の
命
に
よ
り
、
西
は

ガ
ン
ガ
ヴ
ア

ッ
リ
、
北
は
ナ

ッ
ラ
ヴ
ァ
ル
l
ル
、
東
は
テ
ィ
ダ
l
ヴ
l
ル
、
南
は
ス
ン
ダ
カ
ル
を
境
界
と
す
る
ヴ
ァ
カ
ダ
ム
"
チ
ョ
ウ
ニ

シ
ヤ
l
サ
ナ
ム

郡
の
シ
バ
カ
l
ミ
ヤ
ム
マ
サ
ム
ド
ラ
ム
と
よ
ば
れ
る
村
の
分
割
地
を
、
ゴ
l
パ
l
ル
"
バ
ッ
ト
、
ア
ナ
ン
タ
"
バ
ッ
ト
及
び
パ
ン
デ
ィ

ッ

ト
達
に
輿
え
た
。

ユ
デ
イ

⑮

e
z'ν
z
lパ
⑫

ジ
ヤ
ヲ

上
述
の
村
落
の
境
界
内
の
産
物
、
即
ち
こ
の
村
落
で
牧
穫
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
、
埋
讃
物
、
即
ち
村
に
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
、
水
、
村

⑬
バ
1
シ
ヤ
l

ナ

⑬

@

に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
|
樹
木
・
果
樹
ハ
タ
と
、
貴
石
類
、
終
来
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
権
利
〈
ア
ク
シ
ニア
1
ガ
ミ
)
シ

ッ
デ
ィ
及
び

③

グ

γ

タ

ポ

ソ
ド

ガ

I
デ

γ

持
来
所
有
さ
れ
る
物
件
〈
サ
l
ド
ゥ
ヤ
〉
|
貯
水
池
、
溜
池
、
園
宅
地
等
々
が
す
べ
て
完
全
に
所
有
さ
れ
、
且
つ
、
そ
の
所
有
者
に
よ
っ

シ

ェ

ア

て
貰
却
さ
れ
、
抵
嘗
に
入
れ
ら
れ
、
交
換
さ
れ
、
贈
興
さ
れ
る
よ
う
に
。
か
く
さ
れ
ん
が
震
に
、
こ
の
村
は
六
十
四
の
均
等
な
「
分
割
地
」

に
分
け
る
よ
う
決
定
し
、
且
つ
興
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
分
割
地
」
の
う
ち
一
匡
は
ラ
ク
シ
?
ミ
H

ナ
l
ラ
ヤ
ナ
ス
ワ
ミ
寺
院
に
、
残

- 6ー

り
六
十
三
巨
は
バ
ラ
モ
ン
に
施
興
す
る
も
の
で
あ
る
。

@
 

〔
一
己
シ
ャ
ル
ワ
ン
"
マ

I
ト
ゥ
日
ナ
l
イ
ク
が
ゴ

1
ピ
ヌ

i
ダ
"
ア
ル
チ
ッ
ト
及
び
他
の
バ
ラ
モ
ン
に
輿
え
た
詔
勅

7
1
ト
ゥ

u
ナ
l
イ
グ
の
御
世
A
・

s
一
四
五

O
年
、
ヴ
ィ
ロ

l
デ
ィ
ク
リ
ト
の
年
(
西
暦
一
五
二
八
年
)
チ

ッ
テ
ィ
ラ
イ
の
第
十
三

日
、
ゴ

l
ピ
ナ
l
ド
"
ア
ル
チ

ッ
ト
及
び
他
の
パ
ラ
モ

γ
達
に
次
の
詔
勅
を
記
し
、
興
え
た
。

地
上
の
主
、
す
べ
て
の
ラ
l
ジ
ャ
達
の
王
、
諸
王
園
に
境
界
を
設
け
る
者
:
:
:
ハ
中
略
)
我
が
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
の
王
圏
の
、
ア
ト
ゥ
ー

タ
ル
，

ル
の
郡
に
、
今
、
マ
ハ
l
デ
l
ヴ
ァ
サ
ム
ド
ラ
ム
と
稽
す
る
オ
デ
ィ
ヤ
ッ
ト
l
ル
の
村
が
あ
る
。
こ
の
村
の
西
に
は
サ
l
タ
パ

1
デ
ィ
、
北

に
は
ナ
ド
ゥ
バ
ル
ー
ル
、
東
に
は
マ
ン
ガ
リ
ベ
ヘ
ル
H

マ
リ
ア
ダ
ム
、
南
に
は
テ
イ
ル
バ

l
の
境
界
が
存
在
す
る
。
そ
の
村
の
境
界
石
内
の
、



‘「，Y
ド

ド

ラ

イ

ヲ

Y
ド

-
p
y
p

濯
概
地
、
非
濯
概
地
、
貯
水
池
、
水
路
、
荒
慶
地
、
:
:
:
等
は
、
寺
院
領
〈
デ
l
バ
ダ
l
ヤ
ム
〉
と
し
て
、
ま
た
、
バ
ラ
モ
ン
所
領
内
プ
ラ

HV

2

7

 

フ
マ

l
ダ
I
ヤ
ム
〉
と
し
て
、
二
十
四
と
四
分
の
一
の
「
分
割
地
」
に
分
か
ち
、
二
家
族
毎
に
一
分
割
地
を
享
受
せ
し
め
よ
。
ま
た
、
同
時

昌

デ

イ

-

-

タ

υy
z
l
e

ジ
ヤ
ヲ

ヒ
、
産
物
、
即
ち
、
こ
の
村
で
牧
穫
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
、
埋
識
物
、
即
ち
、
ハ
村
に
〉
埋
め
ら
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
、
水
、
即
ち
、

4
1
シ
ヤ

I
ナ

シ

ヤ

1
サ

ν

村
の
中
の
す
べ
て
の
水
、
樹
木
、
即
ち
、
村
の
中
の
す
べ
て
の
樹
木
、
貴
石
、
ア
ク
シ
ニ
ア
l
ガ

l
ミ
、
即
ち
、
布
告
を
典
え
る
時
期

の
園
家
の
穀
物
の
取
り
分
、
シ
ッ
デ
ィ
、
即
ち
、
現
在
牧
穫
し
う
る
作
物
、
サ
ー
ド
ゥ
ャ
、
即
ち
、
将
来
土
地
か
ら
産
す
る
作
物
、
が
興

え
ら
れ
よ
。
汝
が
子
孫
達
が
太
陽
の
績
く
限
り
す
べ
て
の
所
有
物
を
所
有
し
績
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。
.
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三
〕
、
〔
二
〕
の
史
料
で
は
、
村
落
の
規
模
(
面
積
、
居
住
人
口
、
カ
l

ス
ト
構
成
、
村
落
様
態
〉
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
施
興
さ
れ

た
時
の
村
落
の
境
界
は
か
な
り
明
確
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
境
界
毎
に
標
石
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
村
落
は
、
王
の
命
令

ν
エ

ア

に
よ
っ
て
、
幾
匪
劃
か
の
均
等
な
「
分
割
地
」
に
区
分
さ
れ
、
分
割
地
数
に
躍
じ
て
教
家
族
の
バ
ラ
モ
ン
に
施
輿
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
即

ち
、
一
村
が
必
ら
ず
し
も
特
定
の
一
バ
ラ
モ
ン
に
施
興
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
し
か
も
、
こ
の
分
割
地
は
、
次
章
で
の
べ
る
よ
う
に
、

一
定
・
不
獲
の
も
の
で
は
な
く
、
王
朝
・
支
配
者
の
交
替
に
よ
っ
て
、
一
村
の
分
割
地
教
が
か
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

次
に
、
施
輿
地
に
付
随
す
る
樺
盆
の
具
韓
的
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
主
に

(
i
)
村
落
内
の
濯
甑
地
及
び
非
濯
瓶
地
守
口
)
果
樹
・

穀
物
を
含
む
作
物
(
…
山
)
貯
水
池
・
水
路
に
よ
る
水
の
用
盆

(
-
W
)
園
家
の
地
代

(

V

)

村
落
内
の
埋
識
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
所
有
地
と

そ
れ
に
付
随
す
る
諸
権
盆
の
代
々
世
襲
・
責
買
・
交
換
・
譲
渡
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
バ
ラ
モ
ン
の
享
受
す
る
土
地
は
、
宗
教
上
の
タ
ブ
ー
に
よ
り
バ
ラ
モ
ン
自
身
の
手
で
耕
作
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
、
嘗

然
耕
作
に
従
事
す
る
農
民
層
〈
カ
l
ス
ト
〉
が
バ
ラ
モ
ン
の
下
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

B
R
に
は
、
こ
の
農
民
層
に
つ
い
て
は
全
く
記

述
が
み
ら
れ
な
い
。
果
し
て
バ
施
輿
村
落
に
付
随
し
て
、
村
落
内
カ
l
ス
ト
集
圏
も
施
輿
・
譲
渡
の
封
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第

一
に
、
施
輿
村
落
に
ヴ
ェ
ラ
ラ
な
ど
の
、
バ
ラ
モ
ン
に
比
肩
し
う
る
濁
自
の
経
済
的
社
舎
的
勢
力
を
有
す
る
カ
I
ス
ト
集
圏
が
居
住
し
て
い
る

-7-
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場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
形
態
に
関
し
て
今
迄
の
と
こ
ろ
史
料
・
研
究
と
も
に
不
足
し
て
お
り
、
明
確
な
こ
と
は
い
え
な
い
。
第
二
に
、

荒
療
地
も
し
く
は
ヴ
ェ
ラ
ラ
以
外
の
カ
l
ス
ト
集
圃
の
居
住
す
る
村
落
の
施
輿
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
バ
ラ
モ
ン
に
身
分
的
に
従
属
す

る
パ
ラ
イ
ヤ
(
パ
ラ
イ
ヤ

ン
、
パ
ッ
リ
、
パ
ッ

ラ
ン
〉
ら
の
ア
ウ
ト
カ
l
ス
ト
屠
が
農
奴
も
し
く
は
奴
隷
的
存
在
と
し
て
施
輿
村
落
の
耕
作
に
嘗

丹
た
こ
と
は
亨
え
ら
れ
旬
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
カ
l
ス
ト
層
の
存
在
し
な
い
場
合
、
他
慮
よ
り
農
業
労
働
者
(
カ
l
ス
ト
)
を
雇
傭
す
る
こ
と

、

も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
匂
も
っ
と
も
ダ
ル

7
2
1ル
教
授
の
所
論
で
は
、
元
来
身
分
的
批
舎
的
に
固
定
さ
れ
た
低
カ
l
ス
ト
の
み
を
農
奴
、

奴
隷
、
も
し
く
は
農
業
勢
働
者
層
と
規
定
し
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
前
の
歴
史
過
程
で
、

化
の
結
果
、
バ
ラ
モ
ン
に
経
済
的
に
従
属
し
た
亡
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ア
ウ
ト
カ
l
ス
ト
外
の
カ
l
ス
ト
成
員
が
階
層

不
課
税
地
と
課
税
地

次
に
、
村
落
・
分
割
地
の
施
典
俊
件
、
所
有
形
態
か
ら
バ
ラ
モ
ン
の
土
地
に
封
す
る
樺
盆
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

@
 

B
R中
の
ア
レ
ク
サ

γ
ダ
l
u
リ
l
ド
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
バ
ラ
モ
ン
の
村
落
所
有
形
態
に
は

(
i
)
エ
カ
ボ
l
ガ
ム

(

U

)

ア
グ
ラ
ハ

l

@
 

ラ
崎
(
…
m)
シ
ュ
ロ

y

ト
ゥ
リ
ヤ
ム
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

(i)
の
形
態
は
完
全
に
単
濁
の
所
有
村
落
で
あ
り
、
且
つ
、
園
家
に
劃
す
る
一
切

フ
p
lホ
ー
ル
ド
グ
ィ

ν
ジ

セ

プ

ヲ

ル

の
税
を
菟
除
さ
れ
て
い
る
自
由
所
有
村
落
で
あ
っ
た
。

(H)
の
形
態
は
、

(i)
と
同
様
、
園
家
へ
の
一
切
の
税
を
菟
除
さ
れ
て
い
る
が
、
複
数

の
所
有
者
に
よ
る
山
内
町
駅
前
?
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
(
…
山
)
の
形
態
は
一
人
も
し
く
は
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
且
つ
、
地
代
も
し
く

。

，

デ

イ

@

Z

A

テ
ー
ト

は
免
役
地
代
を
国
家
に
貢
納
す
る
義
務
の
あ
る
「
コ
ピ

l
ホ
ル
ダ
ー
」
の
所
領
に
似
た
村
落
で
あ
っ
た
。
以
上
三
形
態
の
う
ち
、
ま
、
ず
、
地
代

-8-

兎
除
H

不
課
税
地
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

単
濁
所
有
村
落
エ
カ
ボ
l
ガ
ム
に
つ
い
て
は

B
R中
に
ほ
と
ん
ど
記
述
、が
な
い
が
、
テ
ィ
プ
l
n
ス
ル
タ

γ
の
支
配
期
に
は
す
で
に
ほ
と
ん

@
 

ど
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
複
数
所
有
村
落
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
つ
い
て
は

B
R中
に
多
く
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
衣
に
二
つ
の
史
料
を
あ
げ
て
、
ア
グ
ラ
ケ
l

ラ
ム
の
所
有
様
式
・
形
態
を
考
察
し
て
み
る
。



〔
一
ニ
〕
ウ
ィ
リ
ア
ム
"
マ
ク
ラ
ウ
ド
の
書
簡

l
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
吟
つ
い
世

uv

エ

ア

過
去
敷
世
紀
の
問
、
園
家
よ
り
菟
租
地
と
し
て
永
代
施
興
さ
れ
た
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
、
施
輿
嘗
初
の
家
族
教
に
麿
じ
て
分
割
地
と
し

て
割
り
ふ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
二
、
三
か
ら
一

O
O匡
劃
に
分
割
さ
れ
た
。

シ

ェ

ア

こ
れ
ら
の
分
割
地
は
や
が
て
各
〈
バ
ラ
モ
ン
)
家
族
か
ら
涯
生
し
た
分
家
敷
に
鹿
じ
て
、
更
に
、
二
分
さ
れ
た
り
、
細
分
さ
れ
た
。

他
方
、
敷
世
代
を
経
る
う
ち
に
、
世
襲
的
権
利
及
び
購
買
に
よ
っ
て
、
数
分
割
地
が
畢
猫
の
バ
ラ
モ
ン
財
産
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

五
乃
至
十
年
毎
に
バ
ラ
モ
ン
は
彼
ら
の
分
割
地
の
割
り
替
え
た
行
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
公
卒
な
方
法
で
な
さ
れ
た
魚
、
わ
ず

カ
ナ
ッ
カ
ピ
フ
ラ
イ

f

か
た
り
と
も
不
満
の
齢
地
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
村
勘
定
方
と
ハ
バ
ラ
モ
ン
の
〉
全
員
一
致
で
選
ば
れ
た
も
っ
と

グ
ラ
デ
i
uy
g
ν

も
思
慮
あ
る
バ
ラ
モ
ン
達
(
原
文
で
は

P
S
Rむ
に
よ
っ
て
公
卒
に
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
各
分
割
地
は
各
等
級
の
土
地
が
同
じ

@
 

割
合
で
配
分
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
各
分
割
地
か
ら
成
る
所
有
匡
劃
に
つ
い
て
登
記
が
な
さ
れ
、
各
分
割
地
に
は
番

競
と
ハ
所
有
者
の
〉
名
前
が
付
さ
れ
た
。

- 9ー

(
土
地
割
替
H
再
分
割
の
方
法
と
し
て
は
〉
一
一
枚
の
券
が
作
成
さ
れ
、

さ
れ
て
お
り
、
「
く
じ
引
き
」
の
要
領
で
ひ
か
れ
知

同
じ
様
式
で
、
バ
ラ
モ
ン
達
は
現
在
も
な
お
分
割
ー
よ
り
正
し
く
い
え
ば
、

い
う
の
は
、
様
々
な
自
然
篠
件
で
肥
沃
な
地
質
も
蟹
わ
る
か
ら
で
あ
る
。 一

方
に
は
、
分
割
地
の
番
競
が
、
他
方
に
は
所
有
者
の
名
前
が
記
入

一
定
期
毎
に
そ
の
分
割
地
の
交
換
ー
を
績
け
て
い
る
。
と

〈
以
下
略
)

〔四〕

@
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
"
マ
ク
ラ
ウ
ド
の
書
簡
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南
部
地
匿
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
、
そ
の
地
が
濁
立
小
領
主
に
服
属
し
て
以
来
サ
ル
バ
マ

l
ニ
ヤ
ム
即
ち
、
永
代
菟
租
地
と
し
て
バ
ラ
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モ
ン
に
享
受
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
マ
イ
ソ
l
ル
の
ヒ
ン
ド
す
i
及
び
ハ
イ
ダ
ル
の
支
配
の
聞
に
も
菟
租
地
で
あ
っ
た
。
(
中
略
〉

ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
各
々
四
乃
至
一

O
Oの
分
割
地
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
分
割
地
は
貰
買
・
世
襲
が
可
能
で
あ
る
の
で
、

一
家
族
が

十
の
分
割
地
を
所
有
す
る
も
の
も
、
多
く
て
一
分
割
地
の
四
分
の
一
し
か
所
有
し
な
い
も
の
も
あ
る
。

先
に
あ
げ
た
史
料
〔
一
〕
〔
二
〕
及
び
右
の
〔
三
〕
〔
四
〕
よ
り
次
の
諸
事
賓
が
確
認
さ
れ
る
。
即
ち
、

ωバ
ラ
モ
ン
の
、
分
割
地
に
劃
す
る
世
襲
・

納
分
割
地
の
定
期
的
割
替
で
あ
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
事
責
か
ら
バ
ラ
モ

γ
の
所
有
権
に
闘
し
て

ω分
割
地
歎
の
格
差

貰
買
・
譲
渡
の
権
利

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

数
世
代
の
過
程
で
バ
ラ
モ
ン
の
所
有
分
割
地
敢
に
格
差
が
生
じ
る
の
は
、
第
一
に
分
家
族
の
涯
生
に
よ
る
土
地
の
細
分
化
の
結
果
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
振
生
家
族
の
多
少
に
よ
っ
て
嘗
然
分
割
地
敢
に
格
差
が
生
じ
る
が
、
新
た
に
他
の
分
割
地
が
施
興
さ
れ
な
い
限
り
、
同
一
家
系
の

。

。

。

バ
ラ
モ

γ
が
本
来
所
有
す
る
土
地
の
絶
叫
到
地
積
は
不
嬰
で
あ
る
。
第
二
に
問
題
は
バ
ラ
モ
ン
家
族
が
寅
買
・
譲
渡
に
よ
っ
て
、
分
割
地
数
及
び

船
勝
を
増
加
し
た
結
果
格
差
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
、
分
割
地
に
劃
し
て
バ
ラ
モ
ン
が
一
般
に
絡
卦
酌
肝
脊
婚
も
し
く
は

掛
骨
か
肝
脊
椿
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
嘗
然
肥
沃
地
の
確
保
・
地
積
の
増
大
・
既
得
権
盆
の
維
持
を
圃
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
史
料

〔
三
〕
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
支
配
期
に
至
る
迄
「
定
期
的
に
均
質
・
均
等
な
土
地
の
再
分
割
H
割
替
」
が
「
村
落
成
員
の
代
表
」
に
よ

っ
て
「
各
バ
ラ
モ
ン
家
族
の
間
」
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
事
責
か
ら
、

ω村
落
内
の
分
割
地
に
劃
す
る
、
バ
ラ
モ
ン
の
個
別
樺
盆
H
所
有

権
が
必
ら
ず
し
も
絶
罰
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ω村
落
の
バ
ラ
モ
ン
集
圏
に
よ
る
、
い
わ
ば
共
同
盟
的
な
規
制
が
常
に
個
別
構
盆
に
加
え
ら
れ

て
き
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
バ
ラ
モ
ン
共
同
鐙
の
紐
帯
を
維
持
す
ベ
く
貰
買
・
譲
渡
等
に
よ
る
土
地
の
櫨
盆
移
動

i
構
盆
の
一
部
集
中
化
H

偏
在
化
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、

バ
ラ
モ
ン
の
村
落
集
合
H
サ
バ
l
(
サ
バ
イ
〉
が
バ
ラ
モ
ン
の

櫨
盆
調
整
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
貢
租
義
務
村
落
シ
ュ
ロ

y

ト
ゥ
り
ヤ
ム
に
つ
い
て
課
税
調
象
、
課
税
率
等
を

B
R中
の
若
干
の
村
落
史
料
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

- 10ー



〔五〕

@
 

マ
イ
ソ

i
ル
領
ネ

1
ラ
バ
ッ
ハ
リ
l
村
の
記
録

こ
の
村
は
一
七
三
五
年
、

マ
イ
ソ
l
ル
藩
王
ク
リ
シ
ュ
ナ
"
ラ
l
ジ
ャ
ウ
ダ
イ
ヤ
1
ル
に
よ
っ
て
十
七
人
の
バ
ラ
モ
ン
に
シ
ュ
ロ
ッ
ト

ヲ
リ
ヤ
ム
と
し
て
施
輿
さ
れ
た
。
彼
ら
バ
ラ
モ
ン
は
次
の
よ
う
な
地
代
を
貢
納
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

@
 

一
ア
サ
リ
村
落
ネ
l
ラ
パ
ッ
ハ
リ
l
及
び
一
ダ
l
キ
リ
村
落
ク
ン
パ
ラ
パ
l
デ
ィ
:
:
:
六

O
ナ
グ

一
ア
サ
リ
村
落
ナ
ガ
ル
!
ク
ダ
ル
及
び
ニ
ダ
l
キ
リ
村
落
ベ
ヴ
ィ
ナ
マ
ラ
ダ
ハ
リ
、

コ
I
ヴ
ェ
l
ハ
リ
:
:
:
一
六
ナ
グ

ベ
ン
カ
ッ
タ
サ
ム
ド
ラ
ム
の
貯
水
池
:
:
:
三

O
ナ
グ

サバ

l グ
ヤタ
ル@ナ

等カ
々ラ

イ
の

八貯
ム水
ー池。
ナ

グ

五。
ナ
グ

ア
サ
リ
及
び
ダ
l
キ
リ
村
落
と
い
う
語
か
ら
支
配
者
に
よ
っ
て
「
施
興
も
し
く
は
所
有
の
確
認
さ
れ
た
」
村
落
〈
分
割
地
)

で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
つ
の
特
定
地
に
存
在
す
る
貯
水
池
に
封
し
て
課
税
し
て
い
る
こ
と
か
ら
バ
ラ
モ
ン
の
享
受
し
て
い
た
水
利
用
金
に
課
税
さ

れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
関
税
、
市
場
税
等
村
落
経
済
に
か
か
わ
る
諸
税
が
賦
課
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
地
代
、
水
利
用
盆
税
、
雑
税
は
、

シ
ュ
ロ
ッ
ト
ゥ
リ
ヤ
ム
の
施
輿
篠
件
と
し
て
税
率
、
税
の
種
類
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

ω各
年
現
金

で
納
め
る
定
額
菟
役
地
代

ω毎
年
、
現
金
で
地
代
の
一
部
〈
四
分
の
一
乃
至
八
分
の
一
)
を
貢
納

ω各
年
地
代
の
一
定
額
を
〈
園
家
か
ら
)
賦

興

ω各
年
地
代
の
一
部
(
四
分
の
一
乃
至
八
分
の
一
)
を
〔
圏
家
か
ら
〕
現
金
で
賦
輿
同
牧
穫
の
若
干
量
を
〔
園
家
か
ら
〕
現
物
で
賦
輿
(
〔
〕

@

@
 

は
筆
者
注
〉
。
こ
れ
ら
の
税
率
は
し
ば
し
ば
シ
ュ
l
ド
ラ
村
落
に
劃
す
る
課
税
の
一

ot一一一
O
%、
時
に
は
、
評
債
地
代
額
の
四
分
の
一
以
下

の
場
合
も
あ
っ
旬
。
そ
し
て
、
各
シ
ュ
ロ

y

ト
ゥ
リ
ヤ
ム
に
劃
す
る
課
税
率
の
差
は
、
施
興
一地
内
の
耕
作
者
の
数
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
の
で

@
 

あ
る
。

に
劃
す
る
地
代

-11ー
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こ
れ
迄
、
バ
ラ
モ
ン
の
、
土
地
に
封
す
る
樺
盆
を
そ
の
内
容
、
施
輿
篠
件
、
所
有
形
態
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
バ
ラ
モ
ン
へ
の

施
輿
地
は
以
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
て
が
永
代
菟
租
と
い
う
特
権
を
輿
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
施
輿
篠
件
と
し
て
明
確
に

貢
租
義
務
を
負
う
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
課
税
は
軽
く
、
一
般
に
バ
ラ
モ
ン
の
特
権
的
擢
盆
を
甚
し
く
侵
す
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

イ
ス
ラ
ム
治
下
の
土
地
権
盆

十
八
世
紀
中
葉
、

マ
イ
ソ
l
ル
藩
王
の
衰
退
と
そ
れ
に
代
わ
る
ハ
イ
ダ
ル

u
ア
リ
、
テ
ィ
プ
!
"
ス
ル
タ

γ
の
イ
ス
ラ
ム
支
配
は
、
バ

l
ラ

マハ

l
ル
地
方
の
バ
ラ
モ
ン
達
に
と
っ
て
新
た
な
脅
威
と
な
っ
た
。
従
来
諸
王
朝
の
費
蓮
の
中
で
享
受
し
て
き
た
永
代
兎
租
地
は
、
と
り
わ
け

テ
ィ
プ
l
の
命
に
よ
っ
て
、
特
権
的
権
盆
を
剥
奪
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
バ
ラ
モ
ン
の
土
地
権
盆
が
、
テ
ィ
プ
l
u
ス

ル
タ

γ
の
支
配
期
に
ど
の
よ
う
な
制
約
を
う
け
た
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
テ
ィ
プ
l
の
土
地
政
策
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

- 12ー

ぃ
。
そ
の
た
め
に
次
に
、
南
部
地
区
サ
ン
カ
リ
ド
ゥ
ル
グ
の
二
十
二
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
闘
す
る
報
告
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
櫨
盆
内
容

を
検
討
し
て
み
た
い
。

〔

一

〕

中
部
地
区
サ

γ
カ
リ
ド
ゥ
ル
グ
に
お
け
る
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
及
び
シ
ュ
ロ
y

テ
ィ
リ
ヤ
ム
に
闘
す
る
報
匂

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
地
匡
は
衣
の
二
十
二
地
匡
で
あ
る
。

開
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見
開
E
R昌三品目

白
叶
由

-
q
E

昆
ぐ
己
曲
ロ
印
公
曲
目

忌
間
三
件
削
弘

M
O

ぐ一同
F
E
n
z
R
E
B

N
N
、
O
仏
曲
目
M
M
V

白毘

ωこ
れ
ら
の
村
落
の
う
ち
、
最
初
の
九
ヵ
村
に
闘
す
る
扶
況
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
マ
イ
ソ
l
ル
政
府
以
前
に
は
ポ
リ
ガ

ー
ル
に
よ
っ
て
施
興
さ
れ
、
テ
ィ
プ

i
の
時
代
に
彼
の
究
会
イ
ダ
ル
"
ア
り
l
v

の
死
後
ま
も
な
く
園
家
に
接
放
さ
れ
る
迄
バ
ラ
モ
ン
の

所
有
で
あ
っ
た
。

サ
ル
カ
l
L
H

い
く
ら
か
は
政
府
の
役
人
に
よ
り
、
他
は
バ
ラ
モ
ン
自
身
に
よ
っ
て
、
一
七
八
六
年
迄
請
負
わ
れ
た
。
そ
の
年
、
テ

@

@
 

ィ
プ
l
は
新
ら
し
い
詔
勅
を
護
布
し
、
各
村
落
の
一
部
即
ち
、
各
マ
ウ
ザ
の
敷
プ
y

テ
ィ
を
も
と
の
バ
ラ
モ
ン
の
所
有
に
も
ど
し
た
。
こ

ア
ル
ダ
マ

l
-
一
ヤ
匂
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
う
ち
、

の
た
め
、
こ
れ
ら
の
村
落
は
詔
勅
に
明
記
し
て
い
な
い
が
、

ω一
七
八
六

t
八
七
年
、
イ
ナ
l
ム
ダ
l
ル
は
、
彼
ら
に
割
り
嘗
て
ら
れ
た
イ
ナ
l
ム
を
所
有
す
る
よ
う
に
と
の
命
を
受
け
、
そ
の
所

領
に
も
ど
っ
た
。
し
か
し
、
多
数
の
プ
ッ
テ
ィ
の
領
域
は
、
マ
ウ
ザ
と
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
ヵ
ル
ナ
ム
や
パ
テ
l
ル
達
は
豚
の
政

@
 

臆
(
カ
ッ
チ
ヱ
リ
l
)
よ
り
境
界
を
定
め
、
イ
ナ
l
ム
地
か
ら
園
有
地
を
分
離
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

@
 

ア
l
ミ
ル
ダ
!
ル
の
ユ
ザ
l
ム
・
サ
ー
ヒ
ブ
は
そ
の
匿
分
が
バ
ラ
モ
ン
に
き
わ
め
て
有
利
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
ら
諸
村

- 13ー

ω周
年
、

へ
お
も
む
き
、
そ
の
報
告
が
事
責
で
る
る
と
判
明
し
た
の
で
領
域
超
過
分
も
し
く
は
詔
勅
に
明
記
さ
れ
た
イ
ナ
l
ム
地
以
外
の
土
地
に
劃

す
る
地
代
分
だ
け
、
菟
役
地
代
を
課
し
た
。

ω以
後
、
テ
ィ
プ
l
の
統
治
の
聞
に
は
、
こ
の
菟
役
地
代
以
外
に
い
か
な
る
税
も
付
加
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
地
が
舎
社

一
七
九
四
年
初
め
迄
、
税
は
全
く
支
梯
わ
れ
な
か
っ
た
。

(
政
府
〉
に
割
譲
さ
れ
た
時
、
菟
役
地
代
に
つ
い
て
は
臆
さ
れ
て
お
り
、

年
そ
の
事
賓
が
剣
明
し
た
の
で
、
未
納
地
代
が
徴
牧
さ
れ
た
。
:
・

助
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
は
、
も
と
の
詔
勅
を
有
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、
サ
マ
ヤ
サ
ン
ギ
リ
を
除
い
て
、
テ

マ
ウ
ザ
が
敷
プ
ツ
一テ
ィ
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
三

t
四
プ
ッ
テ
ィ
の
み
が
、
そ
の
所
有
者
名

、ー

の

167 

ィ
プ
!
の
受
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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を
あ
げ
て
、
イ
ナ
l
ム
と
し
て
施
典
さ
れ
る
と
の
み
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

分
を
非
イ
ナ
l
ム
地
と
し
て
分
離
し
、
そ
の
地
を
ア
ル
ダ
マ
I
ユ
ヤ
ム
と
し
た
。
そ
れ
故
、

@
 

を
〉
半
分
に
分
割
し
、
詔
勅
の
後
に
タ
l
キ
!
ド

(szε
を
護
布
し
て
、
ア
l
ミ
ル
ダ
l
ル
に
菟
役
地
代
を
賦
課
せ
し
め
た
と
考
え
ら

れ
る
。
私
(
ト
l
マ
ス
"
マ
ン
ロ
i
〉
は
こ
の
意
見
を
衣
の
事
寅
に
よ
っ
て
確
信
す
る
。
即
ち
、
ヵ
l
ヴ
ヱ

l
リ
バ

y

テ
ィ
の
ア
グ
ラ
ハ
i

マ
ウ
ザ
が
一
ヶ
村
の
み
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
傘

恐
ら
く
テ
ィ
プ
!
の
意
聞
は

ハ
イ
ナ
l
ム
地

ラ
ム
で
は
、
詔
勅
に
記
入
さ
れ
て
い
る
ウ
ッ
タ
ラ
ム
パ
l
ラ
イ
ヤ
ム
の
プ

v
テ
ィ
は
全
く
バ
ラ
モ
ン
に
は
輿
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
明
ら
か
に
、
そ
の
領
域
が
康
す
、
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
の
土
地
の
中
で
は
、
園
領
地
ハ
g同

E
こ
gι
個
)
は
地
積
は
少

な
く
、
地
質
は
悪
い
。
も
し
地
租
の
取
り
分
が
寅
際
の
生
産
高
に
臆
じ
て
な
さ
れ
れ
ば
、
バ
ラ
モ
ン
は
現
在
の
菟
役
地
代
の
二

t
三
倍
を

支
携
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
十
番
の
村
落
:
:
:
ω
こ
の
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
は
先
の
第
一

t
第
九
番
目
の
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
と
同
時
期
に
一
部
が
接
牧
さ
れ
、
ィ

ナ
l
ム
を
手
離
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
地
に
劃
し
て
は
前
述
の
理
由
で
菟
役
地
代
が
課
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
濯
瓶
地
の
地
租
分
は

テ
ィ
プ
l
政
府
に
よ
っ
て
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
菟
に
よ
る
も
の
か
、
イ
ナ
1
ム
地
の
返
還
と
(
第
三
次
マ

イ
ソ
!
と
戦
争
と
の
聞
が
短
か
す
ぎ
て
そ
の
聞
に
濯
瓶
地
に
ま
で
課
税
す
る
ゆ
と
り
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

仙

W
濫
翫
地
は
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
の
中
の
ど
の
区
域
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
濯
瓶
地
で
は
、
以
前
に
は
園
の
取
り
分
と

イ
ナ
l
ム
の
取
り
分
と
に
分
割
さ
れ
て
お
ら
ず
、
且
つ
バ
ラ
モ
ン
は
こ
れ
迄
、
南
者
の
取
り
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
請
負
い

ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
で
の
取
り
分
以
上
の
大
き
な
利
を
え
て
き
た
。

も

@
 

ωこ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
ヤ
ア
グ
ラ
ハ

1
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
商
人
に
よ
り
、
あ
る

- 14ー

に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

第
十
一

t
第
十
四
番
の
村
落
:
:
:

ハ
イ
ダ
ル
に
幽
閉
さ
れ
る
敷
年
前
の
マ
イ
ソ
l
ル
の
ラ
l
ジ
ャ
ー
か
ら
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
貰
買
の
場
合
、
各
土
地
に
劃
し
て
支
梯
わ
れ
る
べ
き
購
入
額
は
、
慣
例
に
従
い
、
そ
の
地
代
一
年
分
の
十
倍
で
あ
っ
た
。

ωし
か
し
、
ハ
イ
ダ
ル
が
権
力
を
と
っ
た
時
、
彼
は
未
納
地
代
が
完
納
さ
れ
る
ま
で
、
或
い
は
叉
、
各
バ
ゴ
ダ
毎
に
十
パ
ゴ
ダ
の
購
入

い
は
バ
ラ
モ

γ
に
よ
っ
て
、



税
を
領
放
す
る
ま
で
、
そ
れ
ら
の
村
落
を
接
牧
し
た
。

ωテ
ィ
プ
l
は
、
ク
ラ
ヤ
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
を
他
の
す
べ
て
の
イ
ナ
l
ム
と
同
様
に
接
牧
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

六
年
、
彼
は
前
述
し
た
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
と
同
様
の
方
法
で
詔
勅
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
接
牧
地
を
イ
ナ
l
ム
ダ
l
ル
に
返
し
た
。
そ
れ
ら

一
七
八
五

t
八

は
、
ア
ル
ダ
マ

l
ニ
ヤ
ム
と
み
な
さ
れ
る
。

ω固
有
地
と
イ
ナ
l
ム
地
と
の
分
割
は
、
パ
テ
l
ル
と
カ
ル
ナ
ム
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
l
ミ
ル
ダ
1
ル
の
ユ
ザ
l
ム

・サ
l
ヒ
ブ
は
調
査
の
結
果
、
イ
ナ
l
ム
ダ
l
ル
が
多
く
所
有
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
菟
役
地
代
を
課
し
た
。

制
現
在
バ
ラ
モ
ン
に
残
さ
れ
て
い
る
土
地
は
、
園
有
地
よ
り
も
地
積
は
少
な
い
が
、
よ
り
生
産
性
が
高
い
。
三
分
の
こ
が
バ
ラ
モ
ン
の

所
領
に
も
ど
っ
た
現
在
で
も
な
お
、
地
代
は
元
の
詔
勅
に
記
載
さ
れ
た
地
代
よ
り
も
高
い
の
で
あ
る
。

@
 

仙
W

ク
ラ
ヤ
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
ダ

1
ナ
ム
程
、
長
期
の
所
有
権
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
商
人
で
あ
れ
、
バ
ラ
モ
ン
で
あ

れ
、
ど
ん
な
購
入
者
に
も
貰
却
さ
れ
、
且
つ
、
イ
ナ
l
ム
ダ
l
ル
が
村
落
の
最
初
の
査
定
額
以
上
の
地
代
を
領
受
し
て
、
購
入
時
の
全
費

用
を
償
却
し
て
し
ま
う
と
、
し
ば
し
ば
(
園
家
に
よ
っ
て
)
接
牧
さ
れ
る
。

@
 

第
十
五
番
の
村
落
:
:
:
こ
れ
は
サ
ル
パ
マ
l
ニ
ヤ
ム
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ィ
プ
ー
に
よ
り
接
牧
さ
れ
、
再
び
一
七
八

六
年
に
完
全
に
バ
ラ
モ
ン
に
、
返
さ
れ
た
。

- 15ー

ωこ
れ
ら
は
、
テ
ィ
プ
ー
に
よ
っ
て
接
牧
さ
れ
た
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
の

二
つ
は
、
依
然
と
し
て
、
バ
ラ
モ
ン
の
み
及
び
バ
ラ
モ
ン
と
リ
ヨ
ッ
ト
共
同
で
請
負
わ
れ
、
他
の
す
べ
て
は
全
く
リ
ヨ
ッ
ト
が
請
負
っ
て

第
十
五

t
第
二
十
二
番
の
村
落
:
・

い
る
。ωこ

の
事
か
ら
わ
か
る
の
は
、
接
仙
以
後
、
少
な
く
と
も
数
年
以
内
は
、
前
占
有
者
に
そ
の
地
の
地
代
請
負
を
委
ね
る
事
は
逼
例
で
は
な

169 

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
七
ケ
村
の
内
四
ケ
村
は
、

数
村
で
は
館
一
肘
町
、
が
生
じ
る
や
、
直
ち
に
地
代
は
引
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
彼
等
は
そ
の
地
を
放
棄
し
た
。

(
バ
ラ
モ
ン
が
)
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



170 

第
十
六
番
の
村
落
:
:
:
こ
の
村
落
の
中
で
濯
瓶
地
の
最
大
部
分
は
接
牧
さ
れ
て
以
来
、
ず
っ
と
バ
ラ
モ
ン
の
手
中
に
あ
り
、
定
額
地
代
で

は
な
く
、
そ
の
査
定
額
よ
り
ず
っ
と
低
額
の
地
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
現
在
若
干
引
上
げ
ら
れ
一
般
農
民
ハ
リ
ヨ
ッ
ト
〉
の
支
掛
う
地

代
標
準
額
の
二
分
の
一
で
あ
る
。

第
十
七
番
の
村
落
:
:
:
こ
の
地
は
接
枚
以
後
ず
っ
と
バ
ラ
モ
ン
の
経
管
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
非
イ
ナ
l
ム
地
に
封
す
る
バ
ラ
モ

ン
の
地
代
額
の
約
三
分
の
こ
を
支
携
っ
て
い
た
の
で
、
彼
等
の
幾
人
か
は
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
数
年
間
は
、
以
前
の
地
代
額
で
あ

る。
第
十
八
番
の
村
落
:
:
:
こ
の
村
落
の
朕
況
は
第
十
七
番
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
リ
ヨ
ッ
ト
が
そ
の
一
部
を
請
負
っ
て
い
る
。

第
十
九
、
二
十
番
の
村
落
:
:
:
こ
れ
ら
は
数
年
間
、
リ
ヨ
ッ
ト
の
手
中
に
あ
っ
た
。

以
上
二
十
二
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
の
内
第
十
五
、
十
七
、
二
十
番
だ
け
が
本
来
一
個
人
の
所
有
地
〈
エ
カ
ポ
l
ガ
と
で
あ
っ
た
。
残
り

- 16ー

全
部
は
「
分
割
地
」
に
分
割
さ
れ
て
、
数
家
族
に
興
え
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
支
配
前
の
二
十
二
の
ア
グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
の
様
態
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
報
告
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
バ
ラ
モ
ン
の
土
地
に
封
す
る
擢
盆
が
テ
ィ
プ
l
期
に
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
彼
の
交
付
す
る
詔
勅
に
よ
っ

て
、
初
め
て
バ
ラ
モ
ン
の
擢
盆
が
「
安
堵
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
ハ
第
一
番
t
九
番
の

ω、
同
・
第
十
一
番

t
十
四
番
の

ω〉
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
ア

グ
ラ
ハ
l
ラ
ム
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
い
え
る
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
更
に
、

マ

l
ム
ン
デ
ィ
村
の
バ
ラ
モ
ン
達
に
よ
る
「
舎
祉
政
府
へ
の
請
願

吠
」
及
び
そ
れ
に
添
付
さ
れ
た
「
テ
ィ
プ
l
の
詔
勅
」
か
ら
う
か
が
っ
て
み
よ
う
。

〔
二
〕
サ
ン
カ
ギ
リ
鯨
の
村
カ
ッ
ト
ゥ
パ
l
ラ
イ
ヤ
ム
、
カ
ラ
ッ
ト
ゥ
バ
l
ラ
イ
ヤ
ム
、
ナ
ッ
ラ
l
カ
ブ
ン
ダ

γ
パ
l
ラ
イ
ヤ
ム
、
ヴ
ィ
ラ

l
ナ
ム
パ
ー
ラ
イ
ヤ
ム
を
所
有
す
る
マ
-
ム
シ
デ
ィ
の
バ
ラ
モ

γ
よ
り
舎
祉
政
府
へ
の
請
願
胸

五
村
の
住
民
等
が
恐
れ
乍
ら
も
請
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。



マ
ド

9
1
ラ
の
テ
イ
ル
マ
ラ

u
ナ
l
ヤ
ッ
カ
ル
の
統
治
期
或
い
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
昔
よ
り
上
記
五
村
を
貴
下
の
請
願
者
で
あ
り
ま
す

@
 

私
達
に
、
一
一
三
・
五
ス
ワ

l
ス
テ
ィ
ヤ
ム
に
分
割
し
て
施
興
さ
れ
ま
し
た
。
貴
下
の
請
願
者
は
、
嘗
時
よ
り
、
一
七
八
三
年
ま
で
こ
れ

ら
の
村
を
享
受
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
テ
ィ
プ
ー
が
継
承
し
て
よ
り
、
我
が
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
は
浪
牧
さ
れ
た
の
で
、
私
達
は
そ
の

窮
献
を
訴
う
べ
く
セ

l
リ
γ
ガ
パ
タ
ム
に
参
内
し
、
そ
の
結
果
、
テ
ィ
プ

l
は
三
村
マ

l
ム
ン
デ
ィ
、

カ
ッ
ト
ゥ
パ

l
ラ
イ
ヤ
ム
、

カ
ラ

ッ
ト
ゥ
パ

l
ラ
イ
ヤ
ム
と
、
五
村
に
含
ま
れ
る
濯
瓶
地
ハ
ナ
ン
ジ
ャ
イ
〉
に
劃
し
て
勅
許
を
下
付
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
は
、
テ
ィ
プ

ー
の
詔
勅
に
よ
っ
て
一
七
九
二
年
ま
で
そ
れ
ら
の
擢
盆
を
享
受
し
ま
し
た
。
(
後
略
〉

@
 

〔
三
〕
テ
ィ
プ

l
"
ス
ル
タ
ン
の
詔
勅

タ
ル
グ

セ
l
リ
ン
ガ
パ
タ
ム
の
政
府
に
従
う
す
べ
て
の
ア

l
ミ
ル
ダ
l
ル
、
デ
シ
ュ
ム

ク
及
び
現
在
及
び
未
来
の
サ
ン
カ
ギ
リ
郡
に
告
ぐ
。

マ
l
ム
シ
デ
ィ
の
バ
ラ
モ
ン
達
に
、
イ
ナ
l
ム
と
し
て
三
村
と
、
そ
の
村
に
属
す
る
貯
水
池
、
水
路
及
び
各
年
の
地
代
五
九
五
ゴ
パ
リ

@
 

チ
ヤ
ク
ラ
ム
九
フ
ァ
ナ
ム
、
九
・
五
ア
ン
ナ
を
こ
こ
に
興
え
る
。
故
に
汝
ら
は
バ
ラ
モ
ン
に
劃
し
て
、
彼
等
の
イ
ナ

l
ム
を
所
有
せ
し
め

ょ
。
彼
等
は
園
家
の
繁
築
を
新
ら
ん。

(
今
後
は
〉
毎
年
新
規
の
詔
勅
を
必
要
と
・し
な
い
。
上
速
の
趣
旨
に
従
い
て
行
な
え
。

こ
の
よ
う
な
詔
勅
は
、

い
ず
れ
も
、
テ
ィ
プ
l
支
配
前
の
バ
ラ
モ
ン
権
益
が
、
数
世
代
に
わ
た
り
慣
例
的
に
も
し
く
は
各
王
朝
の
勅
許
に
よ
っ
て
得
て
い
た
も
の
で
あ

上
記
イ
ナ
l
ム
の
分
割
匿
教
は
一
-
三
・
五
で
あ
る
。
:

③

@

@
 

エ
ダ
ッ

パ
l
デ
ィ
鯨
や
セ

l
ラ
ム
豚
、
サ
ン
カ
リ
ド
ゥ
ル

グ
鯨
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
多
く
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
は

つ
で
も
テ
ィ
ブ

l
の
勅
許
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、

バ
ラ
モ
ン
の
土
地
に
劃
す
る
擢
盆

そ
れ
自
盟
は
上
位
権
力
か
ら
濁
立
し
て
不
襲
的
に
維
持
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
上
位
権
力
者
の
保
護
も
し
く
は
容
認
に
よ
っ
て
は
じ
め

@
 

て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
バ
ラ
モ
ン
の
擢
盆
が
、
常
に
時
の
支
配
者
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
「
安
堵
」

H
「
所
領
の
確
認
」
を
得
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
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な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
ま
た
、
彼
ら
の
権
盆
が
支
配
者
の
政
策
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
制
約
も
し
く
は
襲
容
を
加
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

@
 

う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
ム
ス
リ
ム
支
配
期
、
バ
ラ
モ
ン
の
既
得
権
盆
は
ど
の
よ
う
な
制
約
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
テ
ィ
プ
1
の
諸
詔
勅
を
検
討
し
て
み
る
時
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
バ
ラ
モ
ン
所
領
地
が
再
分
割
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

。

。

。

「
分
奥
地
」
敷
も
し
く
は
「
土
地
所
有
」
篠
件
が
テ
ィ
プ
l
以
前
と
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム

u
マ
ク
ラ
ウ
ド
は
「
セ
l
ラ

ム
で
は
、
既
に
、
エ
カ
ボ
l
ガ
ム
は
園
家
に
接
牧
さ
れ
、
以
来
そ
れ
ら
の
村
落
は
地
代
を
支
排
っ
た
」
と
指
摘
し
、
繍
い
て
フ
ァ
イ
ブ
l
の
請

負
制
度
の
も
と
で
は
、
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
村
落
と
同
様
の
規
定
で
評
債
額
の
一
二
分
の
一
の
地
代
が
課
税
さ
れ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
喝
叉

彼
は
南
部
地
匿
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
関
す
る
リ
l
ド
宛
の
報
告
の
中
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ
諸
王
朝
及
び
ハ
イ
ダ
ル
"
ア
リ
支
配
期
ま
で
サ
ル
バ
マ

i
ユ
ヤ
ム
即
ち
永
代
不
課
税
で
あ
っ
た
村
落
が
テ
ィ
プ
ー
に
よ
っ
て
ク
ロ

l
デ
ィ
の
年
三
七
八
四
t
八
五
〉
に
他
の
村
落
と
同
様
に
課
税
さ
れ

@
 

た
と
述
べ
て
い
る
。
又
、
セ

l
ラ
ム
及
、
ひ
ア
ナ
ン
タ
ギ
リ
の
十
二
の
ア
タ
ラ
ハ

l
ラ
ム
の
バ
ラ
モ
ン
、
ラ
グ
パ
ル
リ
H

シ
ュ
リ
ニ
バ
ト
サ
u
ア

@
 

イ
ヤ
シ
ガ
l
等
三
十
六
人
の
請
願
肢
に
よ
る
と
、
「
:
:
:
私
達
は
の

g
Z
及
び
ム
ス
リ
ム
の
諸
王
朝
三

O
O年
に
わ
た
っ
て
自
由
施
輿
地
即

ち
サ
ル
バ
マ

l
ユ
ヤ
ム
と
し
て
上
記
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
を
享
受
し
て
き
ま
し
た
が
:
:
:
テ
ィ
プ
l
n
ス
ル
タ
ン
の
治
世
に
な
っ
て
、
初
め
て

- 18ー

村
の
牧
入
に
醸
じ
て
毎
年
現
金
を
支
排
う
よ
う
要
求
さ
れ
た
の
で
、
支
排
う
こ
と
に
し
、
以
後
八
年
績
き
ま
し
た
。
:
:
:
」
と
の
べ
て
お
り
、

従
来
不
課
税
地
で
あ
っ
た
も
の
が
課
税
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ナ
l
マ
ッ
カ
ル
及
び
パ
ラ
マ
テ
ィ
豚
の
四
つ
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ

@
 

マ
l
ニ
ヤ
ム
と
し
て
各
々
も
と
の
ア
グ
ラ
ハ
1
ラ
ム
の
半
分
の
地
を
あ
ら
た
め
て
施
輿
さ
れ
た
。
テ
ィ
プ

ム
は
テ
ィ
プ
ー
か
ら
詔
勅
を
得
て
、

ー
の
ア

1
ミ
ル
ダ
l
ル
長
官
の
居
地
で
あ
っ
た
サ

γ
カ
リ
ド
ゥ
ル
グ
で
は
、
全
て
の
土
地
は
等
積
の
二
つ
の
地
域
に
分
割
さ
れ
、
一
つ
は
園
領

@
 

地
(
曲
目
同
富
岡
町
ロ
ι〉
他
は
マ

l
ニ
ヤ
ム
ハ
自
由
保
有
)
と
よ
ば
れ
た
。
ま
た
、
バ
ラ
モ
ン
が
購
入
し
た
ク
ラ
ヤ
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
劃
し
て
は
、

他
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
に
比
し
て
は
る
か
に
重
い
税
が
課
せ
ら
れ
た
(
〔
ニ
第
十
一
番
t
第
十
四
番
)
。
こ
の
よ
う
に
税
を
課
す
る
場
合
、

Z
A
チ
i
a
F
@

プ
l
は
、
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
地
が
後
継
者
断
絶
、
パ
ラ
モ
シ
の
犯
罪
に
よ
る
罰
等
の
理
由
に
よ
る
波
枚
、
バ
ラ
モ
ン
所
領
が
慶
大
・
富
沃
で
あ

@
 

る
と
い
う
理
由
に
よ
る
接
牧
《
一
〕
第
一
番
t
第
九
番
〉
そ
れ
が
購
買
所
領
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
接
牧
《
己
第
十
一
番
t
第
十
四
番
V

を
-アィ



，行
な
い
、
一
旦
園
領
地
化
し
て
そ
れ
を
請
負
い
制
に
す
る
か
或
い
は
バ
ラ
モ
ン
の
櫨
盆
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
地
に
置
接
菟
役
地
代
を
課
し
た
の
で

。

あ
っ
た
。
以
上
の
樺
盆
の
襲
化
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
制
従
来
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
が
、
あ
ら
た
に
テ
ィ
プ
l
の
詔
勅
に
よ
っ

て
「
安
堵
」
さ
れ
た
も
の
。
こ
の
村
落
に
は
、
サ
ル
パ
マ
l
ニ
ヤ
ム
と
よ
ば
れ
る
永
代
不
課
税
村
落
と
、
一
定
の
菟
役
地
代
を
圏
家
に
納
め
る
ジ

@
 

ョ
デ
ィ
ガ
l
イ
村
落
と
が
あ
っ
た
。
一
般
に
そ
の
兎
役
地
代
額
は
綿
査
定
額
の
三
分
の
一
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
づ
た
。
更
に
ジ
ョ
デ
ィ
カ
1

イ
村
落
は
、
後
に
な
る
と
、
園
家
の
直
轄
経
営
地
と
な
り
、
バ
ラ
モ
ン
は
そ
の
地
代
の
う
ち
、
三
分
の
一
を
受
領
す
る
「
分
盆
村
落
」

Q
E
3

〈

M-E与
の
形
態
が
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
テ
ィ
プ
l
期
以
後
、
バ
ラ
モ
ン
の
中
に
は
、
絶
封
的
な
所
有
権
を
失
な
い
、

単
に
地
代
徴
牧
ハ
請
負
)
人
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ωテ
ィ
プ
ー
に
よ
っ
て
接
牧
さ
れ
、
後
そ
の
一
部
が
バ
ラ
モ

γ
に
返
さ
れ
た
所

有
権
。
こ
の
村
落
は
ア
ル
ダ
マ

l
-
一
ヤ
ム
と
よ
ば
れ
る
。
即
ち
、
本
来
の
バ
ラ
モ
ン
所
領
の
う
ち
、
テ
ィ
プ
!
の
詔
勅
に
よ
っ
て
半
分
を
不
課
税

地
と
し
、
あ
と
半
分
の
地
は
政
府
の
直
轄
か
請
負
い
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
っ
て
シ
ュ

l
ド
ラ
村
落
と
同
率
の
地
代
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ

の
場
合
、
園
家
に
接
牧
さ
れ
た
ア
グ
ラ
ハ

i
ラ
ム
は
シ
ュ
ロ
ッ
ト
ゥ
リ
ヤ
ム
の
よ
う
に
慣
例
的
に
固
定
さ
れ
た
地
代
額
ハ
率
〉
を
支
排
う
の
で

は
な
く
、
毎
年
中
央
政
府
か
ら
納
税
請
求
書
ハ
バ
ッ
タ
ー

5帥
〉
を
受
け
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
納
税
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
切
更
に
ま
た
、

ω

テ
ィ
プ
ー
に
よ
っ
て
名
目
的
に
接
牧
さ
れ
、
政
府
役
人
の
黙
認
に
よ
っ
て
、
低
額
地
代
で
享
受
さ
れ
た
所
有
権
ハ
〔
乙
第
十
六
番
)
が
あ
っ
た
。

例

ωの
場
合
、
本
来
の
バ
ラ
モ
ン
私
領
地
が
政
府
の
直
轄
経
営
地
か
請
負
地
に
轄
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
直
轄
経
営
地
の
場
合
、
政
府
の

地
方
官
た
る
タ
l
シ
ル
ダ
l
ル
、
サ
リ
ス
タ
ダ
l
ル
、
ァ
l
ミ
ル
ダ
1
ル
、
パ

l
テ
ル
、
カ
ル
ナ
ム
等
が
そ
の
管
理
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
加
。

し
か
し
、
ア
l
ミ
ル
ダ
l
ル
は
し
ば
し
ば
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
l
村
落
の
賦
況
に
う
と
か
っ
た
の
で
、
村
落
の
貢
納
を
そ
の
ま
ま
領

。

受
す
る
か
ワ
イ
ロ
に
よ
っ
て
、
寅
質
的
に
は
バ
ラ
モ
ン
の
権
盆
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た

カ
ル
ナ
ム
も
バ
ラ
モ
ン
に
よ
っ
て
買
放
さ
れ
る
か
村
落
の
一
劃
を
輿
え
ら
れ
、
そ
の
所
領
と
ひ
き
か
え
に
バ
ラ
モ
ン
の
擢
盆
を
認
め
る
こ
と
が

@
 

あ
っ
た
。
ま
た
請
負
い
の
場
合
も
、
政
府
の
地
方
官
が
徴
税
請
負
人
の
場
合
、
し
ば
し
ば
右
の
理
由
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
の
擢
盆
を
容
認
す

内。ロ
ー
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
も
、
も
と
の
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
ム
の
査
定
は
バ
ラ
モ
ン
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
、
嘗
然
彼
ら
に
有
利
に
な
る

- 19ー
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ょ
う
工
作
さ
れ
た
吻
た
と
え
請
負
人
が
、
バ
ラ
モ
ン
以
外
の
「
リ
ヨ
ッ
ト
」
と
組
稽
さ
れ
て
い
る
シ
ュ

l
ド
ラ
居
で
あ
っ
て
も
、
バ
ラ
モ
ン
は

@
 

祉
舎
的
、
宗
教
的
な
影
響
力
を
行
使
し
て
、
シ
ュ

l
ド
ラ
農
民
に
指
示
を
輿
え
て
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

請
負
地
で
あ
れ
、
直
轄
地
で
あ
れ
、
一
旦
園
領
地
化
さ
れ
た
パ
ラ
モ

γ
所
有
地
は
、
た
し
か
に
バ
ラ
モ
ン
の
私
領
擢
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
土
地
所
有
の
一
側
面
で
あ
っ
て
、
他
面
、
バ
ラ
モ
ン
は
依
然
と
し
て
、
彼
ら
の
権
盆
を
維
持
し
え
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
の
権
盆
喪
失
の
結
果
、
た
だ
ち
に
園
領
地
が
増
大
し
た
り
或
い
は
、
請
負
制
の
強
化
に
よ
る
タ
l
シ
ル
ダ
I
ル
、
ァ
l

ミ
ル
ダ
l
ル
層
の
領
主
化
が
生
起
し
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
テ
ィ
プ
!
の
土
地
政
策
の
過
程
で
、
多
く
の
場
合
、
接
牧
地
日
園
領
地
の
バ

ラ
モ
ン
へ
の
逗
、
蓮
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
て
い
る
か
.
ら
で
あ
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
の
か
。
考
え
う
る
こ
と
は
バ
ラ
モ
ン
が
従

来
の
特
権
的
権
盆
を
牧
奪
さ
れ
、
土
地
所
有
者
で
な
く
請
負
人
に
蒔
落
し
、
或
い
は
地
代
を
課
さ
れ
た
結
果
、
バ
ラ
モ
ン
下
に
あ
る
農
民
層
(

@
 

恐
ら
く
農
業
労
働
者
カ
1
ス
ト
〉
及
び
シ
ュ

l
ド
ラ
農
民
層
を
率
い
て
、
耕
作
の
放
棄
等
に
よ
っ
て
、
農
業
生
産
を
低
下
さ
せ
徴
税
に
阻
帯
が
生

じ
た
矯
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
次
の
理
由
に
よ
る
。
ム
ス
リ
ム
支
配
期
及
び
イ
ギ
リ
ス
支
配
初
期
に
お
い
て
も
、
バ
ラ
モ
ン
の
、
地
方
祉
舎

に
お
け
る
影
響
力
は
無
視
し
え
な
か
っ
た
。
従
来
、
ヒ
ン
ド
ゥ

l
諸
王
朝
の
支
配
が
維
持
、
安
定
さ
れ
る
痛
に
は
、
村
落
集
圏
の
統
合
・
秩
序

⑬
 

化
が
必
然
的
に
要
請
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
中
央
の
支
配
権
力
が
必
ら
ず
し
も
直
接
的
に
村
落
段
階
に
迄
及
び
え
な
い
こ
と
は
、
イ

Au 
q
L
 

ン
ド
吐
舎
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
我
々
が
そ
の
よ
う
な
村
落
〔
集
圏
〕
の
特
徴
を
「
ア
ジ
ア
的
共
同
鐙
」
の
普
遁
的
特
性
H
閉
鎖
性
・

狐
立
性
と
み
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
が
。
〉
従
っ
て
、
上
位
権
力
者
が
そ
の
地
方
位
舎
を
支
配
下
に
お
く
震
に
は
、
中
央
の
差
遣
官
に
よ
る
統
治
の

み
で
な
く
、
そ
の
地
方
祉
舎
の
俸
統
的
統
合
者
と
相
互
依
存
の
形
で
関
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ば
、
間
接
的
に
地
方
祉
舎
を
統
治
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
o

ま
さ
に
、
バ
ラ
モ
ン
〈
集
圏
〉
が
そ
の
地
方
祉
舎
秩
序
の
要
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
加
。
ム

ス
リ
ム
支
配
に
な
っ
て
、
彼
ら
に
劃
す
る
土
地
牧
奪
と
い
う
直
接
的
な
匪
力
の
強
化
は
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
、
中
央
支
配
の
弱
鐙
化
を
招
く
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
税
牧
の
増
大
を
期
待
し
た
圏
領
化
政
策
は
、
バ
ラ
モ
ン
の
反
援
に
よ
っ
て
村
民
の
逃
亡
、
耕
地
の
荒
鹿

を
ひ
き
起
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

-再
び
、
バ
ラ
モ

γ
の
樺
盆
を
!
一
部
は
依
然
と
し
て
園
領
地
と
し
て
確
保
し
つ
つ
も

I
復
活
さ
せ
、
秩



序
の
維
持
を
聞
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
政
策
も
舎
祉
政
府
の
南
イ
ン
ド
進
出
、
領
土
の
按
大
の
結
果
生
じ
た
三
次
(
四

次
〉
に
わ
た
る
ア

γ
グ
ロ
M

マ
イ
ソ
l
ル
戦
争
に
よ
っ
て
急
速
に
混
鈍
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
迄
テ
ィ
プ
l
治
下
の
バ
ラ
モ
ン
樺
盆
の
饗
容
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
更
に
、
テ
ィ
プ
l
の
バ
ラ
モ

ン
櫨
盆
に
制
到
す
る
政
策
の
他
の
側
面
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。

テ
ィ
プ
!
"
ス
ル
タ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
数
次
に
わ
た
る
戦
争
の
局
、
多
額
の
戦
費
を
要
し
た
。
戦
費
の
調
達
は
、
必
然
的
に
高
率
の
地

代
賦
謀
、
私
的
土
地
所
有
の
制
限
と
い
う
方
策
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
事
賞
、
南
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
テ
ィ
プ
l
の
支
配
期
、
過
重
な
税
牧

@
 

奪
の
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

バ
ラ
モ
ン
私
領
地
の
園
領
地
化
、
及
び
請
負
制
、
直
轄
経
営
、
或
い
は
菟
役
地
代
の
課
税
に
よ
る
税
の
培
牧
は
、
ま
た
テ
ィ
プ
l
の
土
地
政

策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
、
右
に
述
べ
た
如
く
全
面
的
に
バ
ラ
モ
ン
の
私
権
を
消
滅
さ
せ
、
園
領
化
す
る
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
が
、
詔
勅
の
更
新
と
そ
れ
に
と
も
な
う
所
領
の
査
定
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
、
従
来
の
バ
ラ
モ
ン
所
領
を
確
認
し
、
同
時
に
バ
ラ
モ
ン

私
領
地
か
ら
園
領
地
を
分
離
し
、
従
来
の
私
領
権
に
封
し
、
園
領
権
の
確
定
を
園
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

B
R
に
断

- 21ー

片
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
剣
断
す
れ
ば
、

ア
l
ミ
ル
ダ
l
ル
、
ヵ
ル
ナ
ム
等
中
央
政
府
の
地
方
官
は
、
バ
ラ
モ
ン
に
劃
す
る
既
得
権

@
 

盆
の
容
認
、
保
護
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
領
の
一
部
を
贈
興
さ
れ
、
地
主
化
す
る
萌
芽
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ム
ス
リ
ム
に
劃

す
る
論
功
行
賞
と
し
て
、
従
来
の
イ
ナ
l
ム
地
を
輿
え
た
り
、
園
領
地
及
び
イ
ナ
l
ム
地
の
一
部
を
ム
ス
リ
ム
寺
院
へ
の
施
興
、と
す
る
こ
と
が

@
 

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ム
ス
リ
ム
支
配
期
に
、

バ
ラ
モ
ン
私
領
地
の
接
牧
↓
圏
領
地
化
の
目
的
が
単
に
税
牧
の
増
大
の
み
を
意
圃
し
た
の
で

は
な
く
、
ム
ス
リ
ム
臣
下
へ
の
封
興
地
の
抜
大
と
彼
ら
の
経
済
的
基
盤
の
安
定
化
を
も
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

小
結
と
今
後
の
課
題

175 

以
上
本
稿
で
は
イ
ギ
リ
ス
支
配
前
の
バ
ラ
モ

ン
の
土
地
権
盆
と
そ
の
獲
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
迄
の
論
貼
を
要
約
す
れ
ば
ト

ω
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バ
ラ
モ
ン
の
土
地
借
健
全
は
必
ら
ず
し
も
一
様
に
「
菟
租
櫨
」
を
享
有
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
兎
租
地
」
と
「
課
税
地
」
と
の
二
種
の
施
奥

地
が
あ
っ
た

ωバ
ラ
モ

γ
の
土
地
権
盆
は
上
位
擢
力
者
(
園
家
、
王
朝
、
地
方
領
主
〉
の
保
護
を
常
に
う
け
て
い
た
と
は
限
ら
ず
、
時
の
支
配

者
の
「
檀
盆
確
認
」

H
所
領
「
安
堵
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
享
受
さ
れ
た

ωテ
ィ
プ
l
n
ス
ル
タ
ン
の
支
配
期
に
は
、
バ
ラ
モ
ン
私
領
地

の
多
く
は
園
領
化
さ
れ
、
請
負
い
に
出
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
兎
租
植
に
制
約
が
加
え
ら
れ
、
地
代
、
菟
役
地
代
の
賦
課
が
強
制
さ
れ

た

ωこ
の
結
果
、
バ
ラ
モ
ン
屠
は
従
来
の
特
権
を
享
受
し
え
ず
、
地
租
請
負
人
化
へ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
帥
も
っ
と
も
バ
ラ
モ

γ
樺
盆
へ

の
制
約
が
、
バ
ラ
モ
ン
屠
の
上
位
機
力
者
へ
の
全
的
な
従
属
を
導
い
た
と
は
い
い
難
い
。
彼
ら
は
櫨
盆
の
縮
小
を
う
け
つ
つ
も
、
新
た
な
形
で

上
位
権
力
者
と
依
存
関
係
を
結
び
つ
つ
ハ
例
え
ば
徴
税
請
負
人
や
、
少
な
く
と
も
村
、
郡
段
階
で
の
役
人
に
縛
身
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〉
彼
ら
の
擢
盆
維

持
を
圃
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
と
関
連
し
て
南
イ
ン
ド
の
枇
舎
構
造
を
理
解
す
る
に
重
要
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
イ
ス
ラ
ム
支
配
及

び
そ
れ
以
前
に
地
方
王
朝
が
崩
壊
し
て
い
く
過
程
で
、
パ
ラ
モ

γ
と
地
方
領
主
屠
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
樺
力
関
係
が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ナ
ガ
ル
王
朝
の
崩
壊
の
遁
程
で
、
ナ
l
ャ
ヵ
、
ポ
リ
ガ
l
ル
等
の
地
方
領
主

屠
(
土
豪
屠
〉
が
撞
頭
し
、
そ
れ
迄
王
朝
権
力
と
結
合
し
て
地
方
の
統
合
に
橿
要
な
役
割
を
果
し
て
き
た
バ
ラ
モ
ン
の
勢
力
は
衰
退
化
し
つ
つ

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
例
。
果
し
て
そ
の
よ
う
な
結
果
、
バ
ラ
モ
ン
と
地
方
領
主
屠
と
は
地
方
支
配
を
め
ぐ
っ
て
封
立
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
そ

- 22ー

れ
と
も
新
た
な
相
互
依
存
関
係
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
バ
ラ
モ
ン
に
か
わ
っ
て
地
方
領
主
層
が
撞
頭
し
て
く
る
背
景
に

は
、
嘗
然
、
経
済
的
或
い
は
身
分
H
階
層
的
嬰
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
憶
に
そ
の
よ
う
な
費
動
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
村

落
共
同
盟
」
内
の
階
層
関
係
、
土
地
保
有
・
所
有
関
係
、
秩
序
鐙
系
に
も
新
た
な
費
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
こ
れ
ら
は
推
定
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
右
の
課
題
に
関
し
て
、
す
で
に
マ
ラ
l
タ
史
研
究
な
ど
で
は
、
明
確
な
課
題
提
起
と
鋭
利
な

分
析
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
ヤ
今
後
、
南
イ

γ
ド
の
地
方
支
配
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
右
の
課
題
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。

ハ
四
七
・
六
・
二
O
〉
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N
W

コ.H
m
h
b
L
『お込
a
-
Mロ内山・

awp-n巳
n
E
Z
-
H也市山∞一.タ
ミ
ル
語
は
み
り
礼
町
・

5
E
q
h可
吋
お
き

N
S丸
岡
苫
L

町宮、
r
叫

4E若宮町、
S
3
H申
H
O
に
よ
る
。

⑬
ブ
ラ
フ
マ
デ
l
ヤ
及
び
ア
グ
ラ
ハ

l
ラ
(
ム
〉
の
文
献
に
お
け
る
用
法

・
用
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
左
に
燭
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。
山
崎
利
男
「
四
|
十
二
世
紀
北
イ
ン
ド
の
村
落
・
土
地
の
施
輿
」
(

松
井
遜
・
山
崎
利
男
編
『
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
土
地
制
度
と
権
力
構
造
』

東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
六
九
)

⑬

回

目

N

・
2
0・H
〈

〔
M
〉

⑮
巴
内
容
r
「
財
賓
」
も
し
く
は
「
裂
掘
さ
れ
た
財
賓
の
譲
渡
の
行
徳
」
の

意。

⑫

包

rmZ宮
・
「
猪
保
」
「
抵
嘗
」
の
意
。

⑬

S
2・
「
木
」
叉
は
「
土
地
の
寅
却
・
譲
渡
の
場
合
、
そ
の
土
地
に
な
る

果
奈
の
譲
渡
」
を
い
う
。

⑬

M
M

幽
佐
官
P
「
譲
渡
・
寅
却
地
に
存
す
る
貴
石
、
鎖
物
等
の
権
利
の
譲
渡

」
の
音
明
。

@
島
臼
E
国
首
相
官

S
F
「
終
来
の
特
権
」
の
意
。

⑧
岡
田
島

S
F
『
将
来
途
せ
ら
れ
る
目
的
、
事
柄
」
の
意
。

@

回

初

-
Z
o
-
-〈
ハ
ω〉

@
U
V
R
B
回
開
E
B
曲
『

-Eι
・
宅
-w

会

1
8・
g
i
g
-
及
び
辛
島
昇
「
村

落
共
同
盟
に
関
す
る
チ
ョ

1
ラ
朝
刻
文
」
〈
松
井
透
編
司
イ
ン
ド
土
地
制

度
史
研
究
』
東
京
大
皐
出
版
禽
一
九
七
ニ
〉
に
は
、
こ
れ
ら
カ
l
ス
ト

の
農
業
耕
作
が
示
俊
さ
れ
て
い
る
。

@
U
V
貧
富
由
何
回
目
白
『

L
広島・・
M
M

・
8

⑧

M
w
m
-
Z
P
M
出
ロ

⑧
旬
開
B
E
g
g
「
最
初
に
受
け
と
る
も
の
」
の
意
。
「
バ
ラ
モ
ン
居
住
地

域
」
の
意
に
も
多
く
使
わ
れ
る
。

②
急
円
O
E
苦
ヨ
「
ヴ
ェ
ー
ダ
に
精
通
し
て
い
る
パ
ラ
モ
γ
に
糾
問
し
て
、
特

権
的
な
候
件
で
奥
え
ら
れ
た
村
落
・
土
地
」
。
後
に
は
恩
賞
と
し
て
ヒ
ン

ド
ヮ
ー
や
ム
ス
リ
ム
の
官
吏
・
軍
人
に
奥
え
ら
れ
た
一
種
の
イ
ナ
1
ム。

⑧
一
般
に
「
園
家
か
ら
施
輿
さ
れ
た
村
落
の
中
で
、
耕
作
者
か
ら
徴
放
さ

れ
る
地
代
の
う
ち
、
圏
家
の
取
り
分
」
(
ω
U

。-g--H・M
M
S
H
N
-

唱
-
m
M〉

@

切

河

-
Z
0・
M
M
H〈

⑧

回

初

-
Z
0・
M
〈同

』

ν
ヤ

ム

@
「
第
五
報
告
書
」
に
よ
れ
ば
「
村
落
の
土
地
筆
記
に
よ
っ
て
、
財
産
権

が
確
認
さ
れ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
百
戸
唱
・

ω
ミ

及

び

柳

津

悠

「
十
八
世
紀
末
南
イ
ン
ド
に
お
け
る
土
地
保
有
関
係
l
『
イ
ギ
リ
ス
下
院

イ
ン
ド
特
別
委
員
曾
第
五
報
告
』
に
み
る
l
」
(
松
井
編
前
掲
書
〉
〕

③
ウ
ィ
リ
ア
ム

n
マ
ク
ラ
ウ
ド
の
報
告
と
ほ
ぼ
向
内
容
の
事
賓
が
匂
河
中

(
司
河
・
宅
・

8
m
1
3
に
み
ら
れ
る
。
(
前
掲
柳
津
論
文
参
昭
む
た
お
、

ン

S

7

2
同
に
よ
る
と
、
分
割
地
を
意
味
す
る
宮
ロ
聞
・
g
a
v
E
自
が
四
つ
で

円
曲
円
ミ
を
成
し
、
各
村
落
は
数
吉
田
聞
か
ら
成
っ
て
い
た
。
ま
た
個
人

の
分
割
地
は
数
g
g
u
『
か
ら
成
っ
て
い
た
。

qm-
唱・

8
3

③

回

m
-
Z
0・
M
M
ロ

@
回
一

m
・
HA0・
F
〈
ロ
同

⑧
富
島
イ
ス
ラ
ム
制
度
の
下
で
は
登
記
さ
れ
た
村
落
に
適
用
さ
れ
る
語

で
「
本
来
の
」
と
い
う
意
。

⑧
向
山
阻
害
訟
は
g
曲
目
に
謝
し
て
「
後
の
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
恐
ら
く
、

支
配
前
に
既
得
植
を
認
め
ら
れ
て
い
た
所
領
と
、
支
配
後
に
施
興
し
た
村

- 24-
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Z
胃
p
u
s
-
S
Z
H
l
「
Z
宮市

H
酌

⑧

切

m
-
Z
0・
ロ
ロ
1
2
0・H

@
回
河
-
Z
0・
ロ
ロ

⑧

w
m
-
Z
0・
EU内

@
古
代
北
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
〈
山
崎
利
男

前
掲
論
文
参
照
〉

@
マ
ン
ロ

l
の
南
部
地
匿
の
土
地
制
度
に
関
す
る
報
告
に
よ
る
と
、
ハ
イ

ダ
ル
、
テ
ィ
プ
l
の
支
配
前
に
も
本
来
の
ア
グ
ラ
ハ

I
ラ
ム
が
腹
絶
さ
れ

た
り
、
園
領
地
に
接
放
さ
れ
た
と
い
う
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
今
そ
れ
ら

の
う
ち
若
干
の
例
を
あ
げ
、
更
に
、
そ
の
理
由
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ωポ
リ
ガ

l
ル
、
ボ
ム
マ
H

ナ
l
ヤ
ク
に
よ
っ
て
、
サ
ル
パ
マ

l
ニ
ヤ
ム

と
し
て
施
輿
さ
れ
た
イ
ン
ド
ヮ
l
ル
の
村
落
は
、
後
、
ジ
ャ
ガ
デ
l
バ

u
ラ
l
ヤ
に
よ
っ
て
接
牧
さ
れ
、
十
六
の
ス
ワ
ス
テ
ィ
ヤ
ム
に
分
割
さ

れ
、
そ
の
う
ち
四
つ
は
ヴ
ィ

l
ナ
奏
者
に
、
残
り
は
十
二
人
の
パ
ラ
モ

γ
に
施
曲
列
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
困
問
-
Z
0・
F
ぐ
口
同

l
e

ωマ
l
ン
グ
ル
チ
ィ
は
サ
1
リ
バ

l
ハ
ナ
一
二
四
六
年
に
マ
イ
ソ

l
ル
藩

王
プ
ラ
パ
ダ

1
デ
グ
ア
ラ
l
ヤ
に
よ
っ
て
八
人
の
バ
ラ
モ
ン
に
サ
ル
バ

マ
l
-
一
ヤ
ム
を
、
ま
た
、
ス
ワ
ス
テ
ィ
ヤ
ム
と
し
て
、
八
人
の
バ
ラ
モ

ン
に
各
三
区
計
二
十
四
匿
を
施
奥
し
た
。
し
か
し
、
一
七

O
二
年
、
マ

イ
ソ

1
ル
落
玉
ク
リ
シ
ュ
ナ

n
ラ
ー
ジ
ヤ
"
ウ
ダ
イ
ヤ
ー
ル
に
よ
っ
て

こ
れ
ら
の
所
領
を
接
枚
し
、
以
後
〈
王
の
)
波
す
る
、
迄
園
領
地
と
し

た
。
ハ
男
・

2
0・
p
s
g

ωマ
イ
ソ
l
ル
の
藩
王
に
よ
っ
て
サ
ル
パ
マ
ユ
ヤ
ム
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
私
領
地
が
藩
玉
の
母
の
要
請
に
よ
っ
て
シ
ュ
ロ
ッ
ト
ク
リ
ヤ
ム
に

描
開
化
さ
れ
た
り
、
サ
ン
カ
リ
ド
ロ
ル
グ
近
郊
の
ア
グ
ラ
ハ
1
ラ
ム
が
接

放
さ
れ
、
そ
の
地
の
防
衛
の
震
に
密
林
地
帯
に
か
え
ら
れ
た
、
と
い
う

内
容
が
み
ら
れ
る
。
(
回

m・
2
0・
V
〈
口
同

1
3

で
は
ヒ
ン
ド
ゥ
l
王
朝
下
で
バ
ラ
モ
ン
の
権
盆
に
制
約
が
加
え
ら
れ
た
理

由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
詳
細
な
報
告
は
み
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
が
、
先
に
あ
げ
た

ω仰
の
例
か
ら
カ
l
ス
ト
上
、
も
し
く
は
政

治
・
軍
事
的
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

ωの
場
合
、
タ
リ
シ
ュ
ナ

"
ラ
l
ジ
ヤ
"
ウ
ダ
イ
ヤ
l
ル
の
死
後
、
am政
と
な
っ
た
祖
母
に
謝
し

て
、
バ
ラ
モ
ン
遣
が
イ
ナ
l
ム
地
の
返
還
を
要
請
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら

は
、
す
べ
て
シ
ュ
リ
l
ク
リ
シ
ュ
ナ
ハ
バ
ラ
モ
ン
)
セ
ク
ト
に
属
し
て
い

-
a
a
ユ
テ
イ

た
。
バ
ラ
モ

γ
集
圃
は
三
つ
の
セ
ク
ト
よ
り
構
成
さ
る
べ
き
で
あ
り
、

更
に
も
う
二
つ
の
セ
ク
ト
が
彼
ら
の
集
圏
に
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
接
牧
地

は
返
せ
な
い
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
ス
ワ
l
ス
テ
ィ
ヤ

ム
の
敷
を
二
十
四
よ
り
三
十
に
増
や
し
、
そ
の
六
つ
の
匡
域
に
ソ
l
ナ
1

ル
セ
ク
ト
の
バ
ラ
モ
ン
四
人
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
セ
ク
ト
よ
り
一
人
、
シ
ュ
リ

ー
ク
リ
シ
ュ
ナ
セ
ク
ト
よ
り
二
人
を
割
り
あ
て
て
、
彼
ら
の
バ
ラ
モ
ン
集

園
の
成
員
と
し
て
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
直
ち
に
ア
グ
ラ
ハ

1
ラ
ム
は
返

さ
れ
、
以
後
、
一
七
七
五
年
迄
も
と
の
櫨
盆
を
享
受
し
た
と
い
う
。
こ
の

例
に
よ
る
と
、
宗
数
的
理
由
も
あ
ろ
う
が
恐
ら
く
、
有
力
バ
ラ
モ
ン
セ
ク

ト
聞
の
勢
力
均
衡
を
保
つ
こ
と
に
よ
り
、
支
配
笹
制
の
安
定
化
を
圃
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
特
定
セ
ク
ト
に
よ
る
土
地
所

有
の
集
中
を
排
除
し
て
、
数
村
落
集
圏
も
し
く
は
一
村
落
内
の
パ
ラ
モ
シ

勢
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
政
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
恩
わ
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